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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
トリアセチルセルロース基材の一方の面上にハードコート層を有する光学積層体であって
、
前記ハードコート層は、単一の層構成を有するものであり、
前記ハードコート層は、電離放射線硬化型樹脂と光重合開始剤とを含有するハードコート
層形成用組成物を用いて形成されたものであり、
前記電離放射線硬化型樹脂は、１０以上の重合性官能基を有し、重量平均分子量が１万以
上であるポリマーと、２以上の重合性官能基を有するモノマーとを含有し、
前記ハードコート層の表面のマルテンス硬度（Ｎ１）、前記ハードコート層の断面中央の
マルテンス硬度（Ｎ２）及び前記トリアセチルセルロース基材の断面の中央のマルテンス
硬度（Ｎ３）を、それぞれナノインデンテーション法により、負荷荷重１０ｍＮで測定し
たとき、
前記マルテンス硬度（Ｎ１）は、２００～４５０Ｎ／ｍｍ２であり、
前記マルテンス硬度（Ｎ２）は、１５０～３００Ｎ／ｍｍ２であり、
前記マルテンス硬度（Ｎ３）は、１５０～２５０Ｎ／ｍｍ２であり、
前記トリアセチルセルロース基材の厚みが１０～６５μｍであり、
前記光学積層体のヘイズが１％未満である
ことを特徴とする光学積層体。
【請求項２】
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マルテンス硬度（Ｎ１）とマルテンス硬度（Ｎ２）との差（Ｎ１－Ｎ２）が、０～１５０
Ｎ／ｍｍ２であり、マルテンス硬度（Ｎ２）とマルテンス硬度（Ｎ３）との差（Ｎ２－Ｎ
３）が、０～１５０Ｎ／ｍｍ２である請求項１記載の光学積層体。
【請求項３】
ハードコート層の表面の鉛筆硬度試験（４．９Ｎ荷重）の硬度が、３Ｈ以上である請求項
１又は２記載の光学積層体。
【請求項４】
偏光素子を備えてなる偏光板であって、
前記偏光板は、偏光素子表面に請求項１、２又は３記載の光学積層体を備えることを特徴
とする偏光板。
【請求項５】
最表面に請求項１、２若しくは３記載の光学積層体、又は、請求項４記載の偏光板を備え
ることを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光学積層体、偏光板及び画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
陰極線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（Ｐ
ＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションデ
ィスプレイ（ＦＥＤ）、タッチパネル、電子ペーパー、タブレットＰＣ等の画像表示装置
においては、取り扱い時に傷がつかないように、耐擦傷性を付与することが要求される。
【０００３】
このような要求に対して、基材フィルムにハードコート（ＨＣ）層を設けたハードコート
フィルムや、更に、反射防止性や防眩性等の光学機能を付与したハードコートフィルムを
利用することにより、画像表示装置の画像表示面の耐擦傷性を向上させることが一般にな
されている。
【０００４】
ところで、画像表示装置の画像表示面の耐擦傷性の向上のためには、ハードコートフィル
ムのハードコート層表面の硬度が高い方が好ましい。ハードコート層表面の硬度を高める
方法としては、従来から種々検討されており、例えば、ハードコート層に無機微粒子を含
有させる方法がある。このようなハードコートフィルムとして、例えば、特許文献１には
、透明基材上に、光硬化性樹脂と熱硬化性樹脂を含む組成物を硬化させた中間層を設け、
当該中間層上に更にハードコート層を設け、硬度の向上を図っている。
【０００５】
しかしながら、従来のハードコートフィルムは、ハードコート層の硬度を高めるほどに、
ハードコートフィルム全体の反り（カール）やフィルムの撓みが発生し、ハードコートフ
ィルムを偏光子やディスプレイパネルに貼付ける際に、空気を噛んで気泡が混入すること
やフィルムを内側に巻き込んでしまい、加工適正を著しく低下させるおそれがあった。
更に、従来、ハードコートフィルムの軽量化を目的とした薄膜化の要請があるが、中間層
とハードコート層とを有するハードコートフィルムでは、充分な薄膜化を図ることができ
なかった。そのため、単一の層構成のハードコート層で硬度の向上を図り、更に、透明基
材の膜厚を薄くすることが求められていた。しかしながら、このような単一の層構成のハ
ードコート層と薄膜化された透明基材とを有するハードコートフィルムでは、ハードコー
ト層の高硬度化を図ると、カールや熱しわの発生が問題となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１０７７６２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記現状に鑑みて、単一の層構成のハードコート層を備え、基材厚みが薄くて
も、高硬度であって、カールの発生や熱しわを低減でき、偏光子やディスプレイパネルへ
の貼付ける際の作業性に優れる光学積層体、該光学積層体を用いてなる偏光板及び画像表
示装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、トリアセチルセルロース基材の一方の面上にハードコート層を有する光学積層
体であって、上記ハードコート層は、単一の層構成を有するものであり、上記ハードコー
ト層は、電離放射線硬化型樹脂と光重合開始剤とを含有するハードコート層形成用組成物
を用いて形成されたものであり、上記電離放射線硬化型樹脂は、１０以上の重合性官能基
を有し、重量平均分子量が１万以上であるポリマーと、２以上の重合性官能基を有するモ
ノマーとを含有し、上記ハードコート層の表面のマルテンス硬度（Ｎ１）、上記ハードコ
ート層の断面中央のマルテンス硬度（Ｎ２）及び上記トリアセチルセルロース基材の断面
の中央のマルテンス硬度（Ｎ３）を、それぞれナノインデンテーション法により、負荷荷
重１０ｍＮで測定したとき、上記マルテンス硬度（Ｎ１）は、２００～４５０Ｎ／ｍｍ２

であり、上記マルテンス硬度（Ｎ２）は、１５０～３００Ｎ／ｍｍ２であり、上記マルテ
ンス硬度（Ｎ３）は、１５０～２５０Ｎ／ｍｍ２であり、上記トリアセチルセルロース基
材の厚みが１０～６５μｍであり、上記光学積層体のヘイズが１％未満であることを特徴
とする光学積層体である。
本発明の光学積層体において、上記マルテンス硬度（Ｎ１）とマルテンス硬度（Ｎ２）と
の差（Ｎ１－Ｎ２）が、０～１５０Ｎ／ｍｍ２であり、マルテンス硬度（Ｎ２）とマルテ
ンス硬度（Ｎ３）との差（Ｎ２－Ｎ３）が、０～１５０Ｎ／ｍｍ２であることが好ましい
。
また、上記ハードコート層の表面の鉛筆硬度試験（４．９Ｎ荷重）の硬度が、３Ｈ以上で
あることが好ましい。
【０００９】
本発明はまた、偏光素子を備えてなる偏光板であって、上記偏光板は、偏光素子表面に上
述の光学積層体を備えることを特徴とする偏光板でもある。
本発明は、最表面に上述の光学積層体、又は、上述の偏光板を備えることを特徴とする画
像表示装置でもある。
以下に、本発明を詳細に説明する。
【００１０】
本発明者らは、トリアセチルセルロース基材の上に単一の層構成を有するハードコート層
が形成された構造の光学積層体について鋭意検討した結果、該光学積層体にカールが発生
することを抑制するには、該光学積層体を構成する各層の硬度のバランスが重要であるこ
とを見出した。すなわち、光学積層体を構成する各層の硬度、特に、ハードコート層の表
面及び断面の中央のマルテンス硬度並びにトリアセチルセルロース基材の断面の中央のマ
ルテンス硬度が、それぞれ所定の範囲内にあることで、上記ハードコート層を単一の層構
成とし、また、トリアセチルセルロース基材を薄膜化した場合であってもカールの発生を
好適に防止することができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
本発明の光学積層体において、上記ハードコート層は、単一の層構成を有するものであり
、上記ハードコート層の表面のマルテンス硬度（Ｎ１）、該ハードコート層の断面中央の
マルテンス硬度（Ｎ２）、及び、上記トリアセチルセルロース基材の断面の中央のマルテ
ンス硬度（Ｎ３）を、それぞれナノインデンテーション法により、負荷荷重１０ｍＮで測
定したとき、上記マルテンス硬度（Ｎ１）は、２００～４５０Ｎ／ｍｍ２であり、上記マ
ルテンス硬度（Ｎ２）は、１５０～３００Ｎ／ｍｍ２であり、上記マルテンス硬度（Ｎ３
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）は、１００～２５０Ｎ／ｍｍ２である。上記マルテンス硬度（Ｎ１）、（Ｎ２）及び（
Ｎ３）が上記範囲内にそれぞれあることで、本発明の光学積層体は、カールの発生を防止
することができる。
上記ハードコート層の表面のマルテンス硬度（Ｎ１）の具体的な測定方法としては、例え
ば、図１に示したように、上記Ｎ１は、ハードコート層１０の表面（トリアセチルセルロ
ース基材と反対側表面）に対して垂直方向から対面角１３６°のダイヤモンド正四角錐形
状のビッカース圧子１２を押し込み、得られた荷重－変位曲線から、マルテンス硬度を算
出し、これを５箇所について求めた平均をハードコート層の表面のマルテンス硬度（Ｎ１
）とする。なお、上記マルテンス硬度は、より具体的には、ビッカース圧子の押し込みに
よりできたピラミッド形のくぼみ１３ａの対角線の長さからその表面積Ａ（ｍｍ２）を計
算し、試験荷重Ｆ（Ｎ）を割る（Ｆ／Ａ）ことで求められる。
また、上記ハードコート層の断面中央のマルテンス硬度（Ｎ２）は、図１に示したように
、ハードコート層１０の断面１０ａの中央（Ａ－Ａ線）に、該断面１０ａに対して垂直方
向からビッカース圧子１２を押し込んで形成したくぼみ１３ｂから、上記Ｎ１と同様にし
てマルテンス硬度（５箇所について求めた平均）を求める。また、上記トリアセチルセル
ロース基材の断面中央のマルテンス硬度（Ｎ３）は、トリアセチルセルロース基材１１の
断面１１ａの中央（Ｂ－Ｂ線）に、該断面１１ａに対して垂直方向からビッカース圧子１
２を押し込んで形成したくぼみ１３ｃから、上記Ｎ１と同様にしてマルテンス硬度（５箇
所について求めた平均）を求める。
なお、上記ナノインデンテーション法によるマルテンス硬度の測定は、（株）フィッシャ
ー・インスツルメント製、ピコデンターＨＭ－５００を用いて測定することができる。
【００１２】
上記ハードコート層の表面のマルテンス硬度（Ｎ１）が２００Ｎ／ｍｍ２未満であると、
本発明の光学積層体の表面硬度が目標の鉛筆硬度３Ｈに到達せず、また、耐擦傷性も不充
分となる。一方、上記マルテンス硬度（Ｎ１）が４５０Ｎ／ｍｍ２を超えると、逆に硬く
なりすぎて、脆くなり、クラック性（靭性）が低下してしまう。また、カールが強くなり
、後加工のプロセスにおいて、不具合（例えば、ケン化工程でカールが更に強くなって生
産ラインを通らなくなり、場合によっては破断してしまったり、偏光板に貼合した後にも
カールしてしまったりする等）が生じてしまう。更に、本発明の光学積層体の表面硬度が
目標の鉛筆硬度３Ｈに到達しなくなる。
上記マルテンス硬度（Ｎ１）の好ましい下限は２１０Ｎ／ｍｍ２であり、好ましい上限は
４００Ｎ／ｍｍ２であり、より好ましい下限は２３０Ｎ／ｍｍ２であり、より好ましい上
限は３５０Ｎ／ｍｍ２である。
【００１３】
また、上記ハードコート層の断面の中央のマルテンス硬度（Ｎ２）が１００Ｎ／ｍｍ２未
満であると、本発明の光学積層体の表面硬度が目標の鉛筆硬度３Ｈに到達しない。一方、
上記マルテンス硬度（Ｎ２）が３００Ｎ／ｍｍ２を超えると、逆に硬くなりすぎて脆くな
り、クラック性（靭性）が低下してしまう。
上記マルテンス硬度（Ｎ２）の好ましい下限は１５０Ｎ／ｍｍ２であり、好ましい上限は
２５０Ｎ／ｍｍ２であり、より好ましい下限は１７０Ｎ／ｍｍ２であり、より好ましい上
限は２４０Ｎ／ｍｍ２である。
【００１４】
また、上記トリアセチルセルロース基材の断面の中央のマルテンス硬度（Ｎ３）が１５０
Ｎ／ｍｍ２未満であると、本発明の光学積層体の表面硬度が目標の鉛筆硬度３Ｈに到達し
ない。一方、上記マルテンス硬度（Ｎ３）が２５０Ｎ／ｍｍ２を超えると、逆に硬くなり
すぎて脆くなり、クラック性（靭性）が低下してしまう。また、熱ダメージ（フィルムの
幅方向のうねり）も強くなり、パネル貼合後に外観不良を起こしてしまう。
上記マルテンス硬度（Ｎ３）の好ましい下限は１６０Ｎ／ｍｍ２であり、好ましい上限は
２４０Ｎ／ｍｍ２であり、より好ましい下限は１７０Ｎ／ｍｍ２であり、より好ましい上
限は２３０Ｎ／ｍｍ２である。
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【００１５】
更に、本発明の光学積層体では、上記マルテンス硬度（Ｎ１）とマルテンス硬度（Ｎ２）
との差（Ｎ１－Ｎ２）が０～１５０Ｎ／ｍｍ２であり、マルテンス硬度（Ｎ２）とマルテ
ンス硬度（Ｎ３）との差の（Ｎ２－Ｎ３）が０～１５０Ｎ／ｍｍ２であることが好ましい
。上記（Ｎ１－Ｎ２）及び（Ｎ２－Ｎ３）が上記範囲内にあることで、本発明の光学積層
体にカールが発生することをより好適に防止することができる。上記（Ｎ１－Ｎ２）及び
（Ｎ２－Ｎ３）のより好ましい下限は５Ｎ／ｍｍ２であり、より好ましい上限は１００Ｎ
／ｍｍ２である。上記（Ｎ１－Ｎ２）及び（Ｎ２－Ｎ３）が上記範囲内にあることで、各
層の硬化収縮を一定に抑えることができ、よって、カールが発生しにくくなる。なお、本
発明の光学積層体において、上記（Ｎ１－Ｎ２）及び（Ｎ２－Ｎ３）は、いずれか一方の
みが上記範囲内にあればよいが、上記（Ｎ１－Ｎ２）及び（Ｎ２－Ｎ３）のいずれも上記
範囲内にあることがより好ましい。
【００１６】
また、上記ハードコート層は、表面の鉛筆硬度試験（４．９Ｎ荷重）の硬度が、３Ｈ以上
であることが好ましい。３Ｈ未満であると、本発明の光学積層体のハードコート性が不充
分となる。なお、上記鉛筆硬度試験は、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９９）に規定
する鉛筆硬度試験に準ずる試験である。
なお、本明細書において、上記ハードコート層の鉛筆硬度試験による硬度は、５回ひっか
き試験を行ったうち、１回の引いた長さの３分の１以上の長さに傷が発生した回をＮＧと
し、ＮＧが１回以下であれば合格という基準に基づいて評価した結果を意味する。つまり
、５回ひっかき試験を行い、１回傷が発生した場合は「４／５」という記述になり合格と
なり、また、５回ひっかき試験を行い、４回傷が発生した場合は「１／５」という記述に
なり不合格となる。
【００１７】
以下、上述した硬度を有する本発明の光学積層体におけるハードコート層及びトリアセチ
ルセルロース基材について説明する。
上記トリアセチルセルロース基材は、透明性、平滑性、耐熱性を備え、更に機械的強度に
優れたものである。
上記トリアセチルセルロース基材の厚みは、１０～６５μｍであることが好ましく、２０
～４５μｍであることがより好ましい。
また、上記トリアセチルセルロース基材は、その上にハードコート層を形成するに際して
、接着性向上のために、コロナ放電処理、酸化処理等の物理的又は化学的な処理のほか、
アンカー剤又はプライマーと呼ばれる塗料の塗布を予め行ってもよい。なお事前にケン化
処理をしておけばカール防止にも効果がある。
また、事前に上記トリアセチルセルロース基材の少なくともハードコート層と接する側の
反対の面に後述する溶剤を塗工しておくのもカール防止にも効果がある。
【００１８】
上記ハードコート層は、上記トリアセチルセルロース基材上に形成されたものであり、バ
インダー樹脂を含有するものである。
上記バインダー樹脂としては、透明性のものが好ましく、例えば、紫外線又は電子線によ
り硬化する樹脂である電離放射線硬化型樹脂と光重合開始剤とを含有するハードコート層
形成用組成物を用いて形成されたものであることが好ましい。
なお、本明細書において、「樹脂」は、モノマー、オリゴマー等の樹脂成分も包含する概
念である。
【００１９】
上記電離放射線硬化型樹脂としては、例えば、アクリレート系の官能基を有する化合物等
の１又は２以上の不飽和結合を有する化合物を挙げることができる。１の不飽和結合を有
する化合物としては、例えば、エチル（メタ）アクリレート、エチルヘキシル（メタ）ア
クリレート、スチレン、メチルスチレン、Ｎ－ビニルピロリドン等を挙げることができる
。２以上の不飽和結合を有する化合物としては、例えば、ポリメチロールプロパントリ（



(6) JP 6237796 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

メタ）アクリレート、ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリ
スリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレ
ート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（
メタ）アクリレート等の多官能化合物、又は、上記多官能化合物と（メタ）アクリレート
等の反応生成物（例えば多価アルコールのポリ（メタ）アクリレートエステル）等を挙げ
ることができる。更に、上述した化合物のエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、
カプロラクトン又はイソシアヌル等の変性を施した化合物であってもよい。なお、本明細
書において「（メタ）アクリレート」は、メタクリレート及びアクリレートを指すもので
ある。
【００２０】
上記化合物のほかに、不飽和二重結合を有する比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリ
エーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、スピロア
セタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂等も上記電離放射線硬化
型樹脂として使用することができる。
【００２１】
上記電離放射線硬化型樹脂は、６以上の重合性官能基を有するウレタン化合物、又は、１
０以上の重合性官能基を有するポリマーと、２以上の重合性官能基を有するモノマーとを
含有することが好ましい。このような組成の電離放射線硬化型樹脂を含有するハードコー
ト層形成用組成物を用いることで、上述したマルテンス硬度（Ｎ１）、（Ｎ２）及び（Ｎ
３）の関係を満たすハードコート層を好適に得ることができる。
ここで、従来、ハードコート層形成用組成物としては形成するハードコート層の高硬度化
等を目的としてシリカを含有するものが知られている。しかしながら、このようなシリカ
を含有するハードコート層形成用組成物を用いて塗膜を形成し乾燥させると、シリカが透
明基材側に存在しやすくなり、製造した光学積層体は、屈曲性が悪くなってクラックが生
じやすくなるという問題があった。
これに対して、本発明の光学積層体では、上記ハードコート層形成用組成物にシリカを含
有させず、電離放射線硬化型樹脂として、上述した６以上の重合性官能基を有するウレタ
ン化合物、又は、１０以上の重合性官能基を有するポリマーと、２以上の重合性官能基を
有するモノマーとを含有させることで、該ハードコート層形成用組成物をトリアセチルセ
ルロース基材上に塗布し塗膜を形成し乾燥させると、理由は明確ではないが、上記塗膜の
トリアセチルセルロース基材と反対側（以下、塗膜の上層ともいう）に６以上の重合性官
能基を有するウレタン化合物、又は、１０以上の重合性官能基を有するポリマーの存在割
合が高くなり、上記塗膜のトリアセチルセルロース基材側（以下、塗膜の下層ともいう）
に上記２以上の重合性官能基を有するモノマーの存在割合が高くなる。このような塗膜で
は、上記塗膜の下層に多く存在する２以上の重合性官能基を有するモノマーは、後述する
浸透性溶剤を用いると、トリアセチルセルロース基材へ浸透される。そして、上記塗膜を
硬化させることで、上述したマルテンス硬度（Ｎ１）、（Ｎ２）及び（Ｎ３）の関係を満
たすハードコート層を形成することができる。また、上記塗膜の全体を充分に硬化させる
ことができるため、光学積層体のカールを制御することができ、更に、上記塗膜は紫外線
照射により硬化されるので、充分に高い硬度のハードコート層を得ることができる。
なお、上記塗膜の上層における上記２以上の重合性官能基を有するモノマーの存在割合が
高い場合、上記塗膜の硬化が始まると、該２以上の重合性官能基を有するモノマーの反応
が早すぎて塗膜の深部にまで硬化が及ばず、ハードコート層の硬化が不充分となることが
ある。また、上記塗膜の上層が硬化しやすいため硬化収縮が大きく、その結果、得られる
光学積層体のカールが大きくなることがある。
【００２２】
上記６以上の重合性官能基を有するウレタン化合物は、重量平均分子量が１０００～１万
であることが好ましい。このような６以上の重合性官能基を有するウレタン化合物として
は、例えば、日本合成化学工業株式会社製：ＵＶ１７００Ｂ（重量平均分子量２０００、
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重合性官能基数１０）、ＵＶ６３００Ｂ（重量平均分子量３７００、重合性官能基数７）
、ＵＶ７６４０Ｂ（重量平均分子量１５００、重合性官能基数７）、日本化薬株式会社製
：ＤＰＨＡ４０Ｈ（重量平均分子量７０００、重合性官能基数８）、ＵＸ５００１Ｔ（重
量平均分子量６２００、重合性官能基数８）、根上工業株式会社製：ＵＮ３３２０ＨＳ（
重量平均分子量５０００、重合性官能基数１５）、ＵＮ９０４（重量平均分子量４９００
、重合性官能基数１０）、ＵＮ３３２０ＨＣ（重量平均分子量１５００、重合性官能基数
６）、ＵＮ３３２０ＨＡ（重量平均分子量１５００、重合性官能基数６）、荒川化学工業
株式会社製：ＢＳ５７７（重量平均分子量１０００、重合性官能基数６）、及び、新中村
化学工業株式会社製：Ｕ１５Ｈ（重合性官能基数１５）、Ｕ６Ｈ（重合性官能基数６）等
が挙げられる。
また、上記１０以上の重合性官能基を有するポリマーは、重量平均分子量が１万～５万で
あることが好ましい。このような１０以上の重合性官能基を有するポリマーとしては、例
えば、荒川化学工業株式会社製：ＢＳ３７１、ＢＳ３７１ＭＬＶ、ＢＳＤＫ１、ＢＳＤＫ
２、ＢＳＤＫ３、日立化成工業株式会社製：ヒタロイド７９７５Ｄシリーズ（例えば、ヒ
タロイド７９７５Ｄ５、７９７５Ｄ１２、７９７５Ｄ４０等）等が挙げられる。
なお、上記重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）によ
るポリスチレン換算により求めることができる。
また、上記２以上の重合性官能基を有するモノマーとしては、例えば、ジペンタエリスリ
トールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）、ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥ
ＴＡ）が好適に挙げられる。
【００２３】
上記電離放射線硬化型樹脂は、溶剤乾燥型樹脂（熱可塑性樹脂等、塗工時に固形分を調整
するために添加した溶剤を乾燥させるだけで、被膜となるような樹脂）と併用して使用す
ることもできる。溶剤乾燥型樹脂を併用することによって、塗布面の被膜欠陥を有効に防
止することができる。上記電離放射線硬化型樹脂と併用して使用することができる溶剤乾
燥型樹脂としては特に限定されず、一般に、熱可塑性樹脂を使用することができる。
上記熱可塑性樹脂としては特に限定されず、例えば、スチレン系樹脂、（メタ）アクリル
系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ビニルエーテル系樹脂、ハロゲン含有樹脂、脂環式オレフィ
ン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、セルロー
ス誘導体、シリコーン系樹脂及びゴム又はエラストマー等を挙げることができる。上記熱
可塑性樹脂は、非結晶性で、かつ有機溶媒（特に複数のポリマーや硬化性化合物を溶解可
能な共通溶媒）に可溶であることが好ましい。特に、製膜性、透明性や耐候性の観点から
、スチレン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、脂環式オレフィン系樹脂、ポリエステル系
樹脂、セルロース誘導体（セルロースエステル類等）等が好ましい。
【００２４】
また、上記ハードコート層形成用組成物は、熱硬化性樹脂を含有していてもよい。
上記熱硬化性樹脂としては特に限定されず、例えば、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリ
ルフタレート樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレ
タン樹脂、エポキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン－尿素共縮合樹脂、ケイ素樹
脂、ポリシロキサン樹脂等を挙げることができる。
【００２５】
上記光重合開始剤としては特に限定されず、公知のものを用いることができ、例えば、上
記光重合開始剤としては、具体例には、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラー
ベンゾイルベンゾエート、α－アミロキシムエステル、チオキサントン類、プロピオフェ
ノン類、ベンジル類、ベンゾイン類、アシルホスフィンオキシド類が挙げられる。また、
光増感剤を混合して用いることが好ましく、その具体例としては、例えば、ｎ－ブチルア
ミン、トリエチルアミン、ポリ－ｎ－ブチルホスフィン等が挙げられる。
【００２６】
上記光重合開始剤としては、上記電離放射線硬化型樹脂がラジカル重合性不飽和基を有す
る樹脂系の場合は、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイ
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ン、ベンゾインメチルエーテル等を単独又は混合して用いることが好ましい。また、上記
電離放射線硬化型樹脂がカチオン重合性官能基を有する樹脂系の場合は、上記光重合開始
剤としては、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、メ
タロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル等を単独又は混合物として用いることが
好ましい。
【００２７】
ここで、上記電離放射線硬化型樹脂の硬化は、形成するハードコート層の硬度の面を考慮
して、Ｎ２雰囲気下（酸素濃度は、好ましくは１０００ｐｐｍ以下、より好ましくは５０
０ｐｐｍ以下、更に好ましくは２５０ｐｐｍ以下）で紫外線照射により行うことが好まし
い。このような環境下で上記電離放射線硬化型樹脂の硬化を行う場合、上記ハードコート
層形成用組成物の塗膜は、最表面で固まりやすく内部は固まりにくい。しかしながら、上
記電離放射線硬化型樹脂及び溶剤の種類に合わせて、上記光重合開始剤の含有量を特定の
範囲とすることで、マルテンス硬度（Ｎ１）、（Ｎ２）及び（Ｎ３）が上述した関係を満
たすように制御することができる。
具体的には、上記ハードコート層形成用組成物における上記光重合開始剤の含有量は、上
記電離放射線硬化型樹脂１００質量部に対して、０．７５～２．５質量部であることが好
ましい。０．７５質量部未満であると、本発明の光学積層体におけるハードコート層のマ
ルテンス硬度（Ｎ２）を上述した範囲とすることができないことがあり、２．５質量部を
超えると、塗設した塗膜の深部まで電離放射線が届かなくなり内部硬化が促進されず、目
標であるハードコート層の表面の鉛筆硬度３Ｈ以上が得られないおそれがある。また、上
記塗膜の硬化時の発熱量が大きくなり、上記電離放射線硬化型樹脂の硬化が進行して得ら
れる光学積層体にカールや熱しわが発生しやすくなる。
上記光重合開始剤の含有量のより好ましい下限は１質量部であり、より好ましい上限は２
質量部である。理由は不明であるが、上記光重合開始剤の含有量がこの範囲にあることで
、膜厚方向に硬度分布を適度に発生させることができ、本発明の光学積層体の高硬度と低
カールを両立することが可能となる。
【００２８】
上記ハードコート層形成用組成物は、溶剤を含有していてもよい。
上記溶剤としては、使用する樹脂成分の種類及び溶解性に応じて選択して使用することが
でき、例えば、ケトン類（アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ
クロヘキサノン、ジアセトンアルコール等）、エーテル類（ジオキサン、テトラヒドロフ
ラン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエー
テルアセテート等）、脂肪族炭化水素類（ヘキサン等）、脂環式炭化水素類（シクロヘキ
サン等）、芳香族炭化水素類（トルエン、キシレン等）、ハロゲン化炭素類（ジクロロメ
タン、ジクロロエタン等）、エステル類（酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等）、ア
ルコール類（エタノール、イソプロパノール、ブタノール、シクロヘキサノール等）、セ
ロソルブ類（メチルセロソルブ、エチルセロソルブ等）、セロソルブアセテート類、スル
ホキシド類（ジメチルスルホキシド等）、アミド類（ジメチルホルムアミド、ジメチルア
セトアミド等）等が例示でき、これらの混合溶媒であってもよい。
【００２９】
上記溶剤は、なかでも、トリアセチルセルロース基材に対して浸透性のある浸透性溶剤を
含有することが好ましい。本発明において、浸透性溶剤の「浸透性」とは、トリアセチル
セルロース基材に対する浸透性、膨潤性、湿潤性等のすべての概念を包含する意である。
このような浸透性溶剤がトリアセチルセルロース基材を膨潤、湿潤することによって、ハ
ードコート層形成用組成物の一部がトリアセチルセルロース基材まで浸透する挙動をとる
。
【００３０】
上記浸透性溶剤の具体例としては、ケトン類；アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘ
キサノン、メチルイソブチルケトン、ジアセトンアルコール、エステル類；蟻酸メチル、
酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル、含窒素化合物；ニトロメタン、アセ
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トニトリル、Ｎ－メチルピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、グリコール類；メ
チルグリコール、メチルグリコールアセテート、エーテル類；テトラヒドロフラン、１，
４―ジオキサン、ジオキソラン、ジイソプロピルエーテル、ハロゲン化炭化水素；塩化メ
チレン、クロロホルム、テトラクロルエタン、グリコールエーテル類；メチルセロソルブ
、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、セロソルブアセテート、その他、ジメチルスル
ホキシド、炭酸プロピレンが挙げられ、またはこれらの混合物が挙げられ、好ましくはエ
ステル類、ケトン類；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン等が挙
げられる。その他、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イ
ソブチルアルコール等のアルコール類や、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類も、
上記浸透性溶剤と混合して用いることができる。
また、ハードコート層形成用組成物中において、上記浸透性溶剤は、溶剤全量中１０～１
００質量％、特に５０～１００質量％となることが好ましい。
【００３１】
上記ハードコート層形成用組成物中における原料の含有割合（固形分）として特に限定さ
れないが、通常は５～７０質量％、特に２５～６０質量％とすることが好ましい。
【００３２】
上記ハードコート層形成用組成物には、ハードコート層の硬度を高くする、硬化収縮を抑
える、屈折率を制御する、防眩性を付与する等の目的に応じて、従来公知の分散剤、界面
活性剤、帯電防止剤、シランカップリング剤、増粘剤、着色防止剤、着色剤（顔料、染料
）、消泡剤、レベリング剤、難燃剤、紫外線吸収剤、接着付与剤、重合禁止剤、酸化防止
剤、表面改質剤、易滑剤等を添加していてもよい。
【００３３】
また、上記ハードコート層形成用組成物は、光増感剤を混合して用いてもよく、その具体
例としては、例えば、ｎ－ブチルアミン、トリエチルアミン、ポリ－ｎ－ブチルホソフィ
ン等が挙げられる。
【００３４】
上記ハードコート層形成用組成物の調製方法としては各成分を均一に混合できれば特に限
定されず、例えば、ペイントシェーカー、ビーズミル、ニーダー、ミキサー等の公知の装
置を使用して行うことができる。
【００３５】
上記ハードコート層形成用組成物を用いて上述したマルテンス硬度（Ｎ１）及び（Ｎ２）
を有するハードコート層を形成する方法としては、例えば、上記ハードコート層形成用組
成物を、トリアセチルセルロース基材に塗布し形成した塗膜を、所定の条件で硬化させる
方法が挙げられる。
【００３６】
上記ハードコート層形成用組成物をトリアセチルセルロース基材上に塗布する方法として
は特に限定されず、例えば、スピンコート法、ディップ法、スプレー法、ダイコート法、
バーコート法、ロールコーター法、メニスカスコーター法、フレキソ印刷法、スクリーン
印刷法、ピードコーター法等の公知の方法を挙げることができる。
【００３７】
上記トリアセチルセルロース基材上に上記ハードコート層形成用組成物を塗布して形成し
た塗膜は、必要に応じて加熱及び／又は乾燥し、活性エネルギー線照射等により硬化させ
ることが好ましい。
【００３８】
上記活性エネルギー線照射としては、紫外線又は電子線による照射が挙げられる。上記紫
外線源の具体例としては、例えば、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンア
ーク灯、ブラックライト蛍光灯、メタルハライドランプ灯等の光源が挙げられる。また、
紫外線の波長としては、１９０～３８０ｎｍの波長域を使用することができる。電子線源
の具体例としては、コッククロフトワルト型、バンデグラフト型、共振変圧器型、絶縁コ
ア変圧器型、又は直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器が挙げられ
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る。
【００３９】
本発明の光学積層体は、全光線透過率が８５％以上であることが好ましい。８５％未満で
あると、本発明の光学積層体を画像表示装置の表面に装着した場合において、色再現性や
視認性を損なうおそれがある。上記全光線透過率は、９０％以上であることがより好まし
く、９２％以上であることが更に好ましい。
【００４０】
また、本発明の光学積層体は、ヘイズが１％未満であることが好ましく、０．５％未満で
あることがより好ましい。また、後述する公知の防眩層を形成した場合のように、本発明
の光学積層体に防眩性を付与した場合、上記ヘイズは、８０％未満であることが好ましい
。上記防眩層は、内部拡散によるヘイズ及び／又は最表面の凹凸形状によるヘイズからな
ってよく、内部拡散によるヘイズは、０．５％以上７９％未満であることが好ましく、１
％以上５０％未満であることがより好ましい。最表面のヘイズは、０．５％以上３５％未
満であることが好ましく、１％以上２０％未満であることがより好ましく、１％以上１０
％未満であることが更に好ましい。
【００４１】
本発明の光学積層体は、また、本発明の効果が損なわれない範囲内で、必要に応じて他の
層（防眩層、帯電防止層、低屈折率層、防汚層、接着剤層、他のハードコート層等）の１
層又は２層以上を適宜形成することができる。なかでも、防眩層、帯電防止層、低屈折率
層及び防汚層のうち少なくとも一層を有することが好ましい。これらの層は、公知の反射
防止用積層体と同様のものを採用することもできる。
【００４２】
本発明の光学積層体は、トリアセチルセルロース基材上に、電離放射線硬化型樹脂及び光
重合開始剤を含有するハードコート層形成用組成物を使用してハードコート層を形成する
ことにより製造することができる。
上記ハードコート層形成用組成物及びハードコート層の形成方法については、上述したハ
ードコート層において説明したものと同様の材料、方法が挙げられる。
【００４３】
本発明の光学積層体は、偏光素子の表面に、本発明による光学積層体を該光学積層体にお
けるハードコート層が存在する面と反対の面に設けることによって、偏光板とすることが
できる。このような偏光板も、本発明の一つである。
【００４４】
上記偏光素子としては特に限定されず、例えば、ヨウ素等により染色し、延伸したポリビ
ニルアルコールフィルム、ポリビニルホルマールフィルム、ポリビニルアセタールフィル
ム、エチレン－酢酸ビニル共重合体系ケン化フィルム等を使用することができる。上記偏
光素子と本発明の光学積層体とのラミネート処理においては、光透過性基材（トリアセチ
ルセルロースフィルム）にケン化処理を行うことが好ましい。ケン化処理によって、接着
性が良好になり帯電防止効果も得ることができる。
【００４５】
本発明は、最表面に上記光学積層体又は上記偏光板を備えてなる画像表示装置でもある。
上記画像表示装置は、ＬＣＤ、ＰＤＰ、ＦＥＤ、ＥＬＤ（有機ＥＬ、無機ＥＬ）、ＣＲＴ
、タッチパネル、電子ペーパー、タブレットＰＣ等の画像表示装置であってもよい。
【００４６】
上記画像表示装置の代表的な例であるＬＣＤは、透過性表示体と、上記透過性表示体を背
面から照射する光源装置とを備えてなるものである。本発明の画像表示装置がＬＣＤであ
る場合、この透過性表示体の表面に、本発明の光学積層体又は本発明の偏光板が形成され
てなるものである。また、上記ＬＣＤ偏光板よりも視認側にある表面ガラス基板（前面板
とも言う）の表面（ＢＬ側でもよい）に上述した光学積層体を備えるものでもある。
【００４７】
本発明が上記光学積層体を有する液晶表示装置の場合、光源装置の光源は光学積層体の下
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側から照射される。なお、ＳＴＮ型、ＶＡ型、ＩＰＳ型等の液晶表示装置には、液晶表示
素子と偏光板との間に、位相差板が挿入されてよい。この液晶表示装置の各層間には必要
に応じて接着剤層が設けられてよい。
【００４８】
上記画像表示装置であるＰＤＰは、表面ガラス基板（表面に電極を形成）と当該表面ガラ
ス基板に対向して間に放電ガスが封入されて配置された背面ガラス基板（電極および、微
小な溝を表面に形成し、溝内に赤、緑、青の蛍光体層を形成）とを備えてなるものである
。本発明の画像表示装置がＰＤＰである場合、上記表面ガラス基板の表面、又はその前面
板（ガラス基板又はフィルム基板）に上述した光学積層体を備えるものでもある。
【００４９】
上記画像表示装置は、電圧をかけると発光する硫化亜鉛、ジアミン類物質：発光体をガラ
ス基板に蒸着し、基板にかける電圧を制御して表示を行うＥＬＤ装置、又は、電気信号を
光に変換し、人間の目に見える像を発生させるＣＲＴなどの画像表示装置であってもよい
。この場合、上記のような各表示装置の最表面又はその前面板の表面に上述した光学積層
体を備えるものである。
【００５０】
本発明の画像表示装置は、いずれの場合も、テレビジョン、コンピュータ、ワードプロセ
ッサなどのディスプレイ表示に使用することができる。特に、ＣＲＴ、液晶パネル、ＰＤ
Ｐ、ＥＬＤ、ＦＥＤ、タッチパネル、電子ペーパー、タブレットＰＣなどの高精細画像用
ディスプレイの表面に好適に使用することができる。
【発明の効果】
【００５１】
本発明の光学積層体は、上述した構成からなるものであるため、カールが発生することを
好適に防止することができる。このため、本発明の光学積層体は、陰極線管表示装置（Ｃ
ＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、エレクトロル
ミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）
、タッチパネル、電子ペーパー、タブレットＰＣ等に好適に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】マルテンス硬度の測定方法を説明する模式図である。
【図２】カール幅の測定方法を説明する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
本発明の内容を下記の実施例により説明するが、本発明の内容はこれらの実施態様に限定
して解釈されるものではない。特別に断りの無い限り、「部」及び「％」は質量基準であ
る。
【００５４】
以下の配合によってハードコート層形成用組成物１を調製した。
＜ハードコート層形成用組成物１＞
樹脂１；ペンタエリスリトールトリアクリレート（日本化薬社製；ＰＥＴ３０）　２０質
量部
樹脂２；ポリマーアクリレート（Ｂ－１）　３０質量部
重合開始剤；Ｉｒｇ．１８４（チバ・ジャパン社製；イルガキュアー１８４）　１質量部
Ｉｒｇ．９０７（チバ・ジャパン社製；イルガキュアー９０７）　１質量部
レベリング剤；メガファックＭＣＦ３５０－５　０．０５質量部
溶剤；メチルエチルケトン（ＭＥＫ）　５０質量部
ここで、ポリマーアクリレート（Ｂ－１）は、荒川化学工業社製「ＢＳ３７１ＭＬＶ」で
あり、１分子におけるアクリロイル基が約２５個であって、平均分子量（Ｍｗ）が１５０
００であった。
【００５５】



(12) JP 6237796 B2 2017.11.29

10

表１に示した配合に従い、ハードコート層形成用組成物２～１７をそれぞれ調製した。
なお、表１中、
「ＵＶ１７００Ｂ」とは、多官能ウレタンアクリレート（日本合成化学工業社製；ＵＶ１
７００Ｂ、重合性官能基数１０）を示し、
「Ａ－１」とは、平均一次粒径３０ｎｍの球状シリカ微粒子４個が無機の化学結合した平
均２次粒径１００ｎｍであって、ＭＩＢＫで希釈した固形分４０％の反応性異型シリカ微
粒子を示し、
「ＢＳ５７７」とは、荒川化学工業社製のウレタンアクリレート樹脂（重合性官能基数６
）を示し、
「Ｂ－２」とは、荒川化学工業社製「ＢＳ３７１」であり、１分子におけるアクリロイル
基が約５０個であって、平均分子量（Ｍｗ）が４００００であった。
【００５６】



(13) JP 6237796 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

【表１】

【００５７】
（実施例１）
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＜光学積層体の製造＞
トリアセチルセルロース基材（厚み４０μｍ、コニカミノルタ製、ＫＣ４ＵＡ）を準備し
、該トリアセチルセルロース基材の片面に、ハードコート層形成用組成物１を塗布し、温
度７０℃の熱オーブン中で６０秒間乾燥し、塗膜中の溶剤を蒸発させ、紫外線を積算光量
が１００ｍＪ／ｃｍ２になるように照射して塗膜を硬化させることにより、１０ｇ／ｃｍ
２（乾燥時）のハードコート層を形成し、これによりトリアセチルセルロース基材及びハ
ードコート層を有する光学積層体を製造した。
【００５８】
（実施例５～７、参考例２～４、８、９、比較例１～６、８、９）
表２に示したように、ハードコート層形成用組成物１の代わりにハードコート層形成用組
成物２～１７をそれぞれ使用した以外の作製方法は実施例１と同様にして、実施例５～７
、参考例２～４、８、９、比較例１～６、８、９の光学積層体をそれぞれ製造した。
【００５９】
（比較例７）
紫外線の積算光量が５０ｍＪ／ｃｍ２となるようにした以外は、実施例１と同様にして比
較例７の光学積層体を製造した。
【００６０】
（比較例１０）
ハードコート層形成時の紫外線を基材側から積算光量が１００ｍＪ／ｃｍ２になるよう照
射した以外は、実施例１と同様にして比較例１０の光学積層体を製造した。
【００６１】
実施例、参考例及び比較例で得られた光学積層体を以下の方法により評価し、それぞれの
結果を表２に示した。
【００６２】
（評価１：マルテンス硬度の測定）
実施例、参考例及び比較例に係る光学積層体のハードコート層の表面、断面中央、及び、
トリアセチルセルロース基材の断面中央を（株）フィッシャー・インスツルメント製、ピ
コデンターＨＭ－５００を用いてナノインデンテーション法によりマルテンス硬度を測定
した値を、それぞれＮ１、Ｎ２、Ｎ３とした。
なお、負荷荷重を１０ｍＮとし、ハードコート層の表面を５回測定した平均値をＮ１（Ｎ
／ｍｍ２）とした。
また、各実施例、参考例及び比較例に係る光学積層体を５０μｍに裁断し、ハードコート
層と基材それぞれの断面のほぼ中央となる場所に、負荷荷重を１０ｍＮとし、５回測定し
た値の平均値をそれぞれＮ２、Ｎ３とした。なお、マルテンス硬度の詳細な測定方法は、
図１を用いて説明したとおりである。また、ピコデンターの針先条件、押し込み速さ、押
し込み荷重、及び、測定時の温度、湿度は、以下の通りとした。
ビッカース圧子（四角錘）、先端部分の対面角１３６°
０ｍＮ～１０ｍＮ　１０秒
１０ｍＮのまま　　５秒
１０ｍＮ～０ｍＮ　１０秒
温度２５℃、湿度５０％
【００６３】
（評価２：鉛筆硬度）
実施例、参考例及び比較例に係る光学積層体を、温度２３℃、相対湿度５０％の条件で１
６時間以上調湿した後、ＪＩＳ－Ｓ－６００６が規定する試験用鉛筆（硬度３Ｈ）を用い
て、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９９）に規定する鉛筆硬度評価方法に一部則った
測定で、荷重を４．９Ｎとし、ひっかき速度を１．４ｍｍ／ｓｅｃとして鉛筆硬度試験を
行い、以下の基準により評価した。
（評価基準）
５回ひっかき試験をしたうち、１回の引いた長さの３分の１以上の長さに傷が発生し充分
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な明るさの蛍光灯下での目視にて確認できた傷をＮＧとし、ＮＧが５回中１回以下であれ
ば合格（○）、２回以上傷が発生した場合を不合格（×）とした。
【００６４】
（評価３：耐擦傷性）
実施例、参考例及び比較例に係る光学積層体のハードコート層表面を、＃００００番のス
チールウールを用いて、摩擦荷重を変化させ、１０往復摩擦し、その後の塗膜の傷、剥が
れの有無を目視し下記の基準にて評価した。
◎：１０００ｇ／ｃｍ２荷重で、傷なし、塗膜の剥がれなし
○：７００ｇ／ｃｍ２で傷なし、塗膜の剥がれなし（１０００ｇ／ｃｍ２では傷又は塗膜
の剥がれあり）
×：７００ｇ／ｃｍ２で傷又は塗膜の剥がれがあった
【００６５】
（評価４：屈曲性）
ＪＩＳ－Ｋ５６００－５－１に記載されているマンドレル試験（２ｍｍから３２ｍｍの金
属製円柱にサンプルを巻きつける試験）に準じ、円柱にハードコート層を外側にした実施
例、参考例及び比較例に係る光学積層体の長さ方向で巻き付けたときのクラック（ひび）
が発生しなかった棒の最小直径を記載した。つまり、直径１５ｍｍの円柱でクラックが発
生し、直径１６ｍｍで発生しなかった場合は、１６ｍｍとした。直径１７ｍｍ以下を良好
な光学積層体と評価する。
【００６６】
（評価５：カール幅）
光学積層体のカールの度合い（カール幅）は、図２に示したように、実施例、参考例及び
比較例に係る光学積層体を１０ｃｍ×１０ｃｍにカットしたサンプル片１を水平な台（平
面）の上に置き、ハードコート層の端点間の距離（Ｗ）を測定したときの当該距離の平均
値（ｍｍ）を以下のように表した。
○：４０ｍｍ以上
△：２０以上、４０ｍｍ未満
×：０以上、２０ｍｍ未満
【００６７】
（評価６：熱しわ）
実施例、参考例及び比較例に係る光学積層体を１００ｃｍ×５０ｃｍにカットしたサンプ
ル片を水平な黒い台（平面）の上に置き、サンプルから上部１ｍに設置した蛍光灯の写り
こみを、サンプル面から４５度の位置から目視で観察し、下記の基準にて評価した。
○：熱しわが殆ど観察されない
△：熱しわが観察されるが、強く観察されない
×：熱しわが強く観察された
【００６８】



(16) JP 6237796 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

【表２】

【００６９】
表２より、実施例１、５～７に係る光学積層体は、カールの発生は充分に抑制され、硬度
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３Ｈの鉛筆硬度試験において良好な結果であり、耐擦傷性にも優れ、また、屈曲性及びカ
ールの評価も満足できたものであった。
一方、比較例１～４、６及び８に係る光学積層体は、硬度３Ｈの鉛筆硬度試験及び／又は
耐擦傷性における結果は良好であったが、屈曲性の評価に劣り強いカールも発生していた
。また、比較例５、７及び９に係る光学積層体は、屈曲性及びカールの評価は満足できた
が、鉛筆硬度試験において硬度３Ｈを達成していなかったり、耐擦傷性の評価に劣ったり
するものであった。また、比較例１０に係る光学積層体は、硬度３Ｈの鉛筆硬度試験及び
耐擦傷性における結果は良好であったが、屈曲性の評価に劣るものであった。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
本発明の光学積層体は、陰極線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プ
ラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フ
ィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）等に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００７１】
１　サンプル片
１０　ハードコート層
１０ａ　断面
１１　トリアセチルセルロース基材
１１ａ　断面
１２　ビッカース圧子
１３ａ、１３ｂ、１３ｃ　くぼみ
 

【図１】

【図２】
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